
７月16日㈬から８月31日㈰は「夏の事故ゼロキャンペーン期間」

照　会　御前崎海上保安署　☎０５４８�４９９９

　海上保安庁では、毎年マリンレジャーを主な対象とした「春・夏・秋の事故ゼロキャンペーン」を展開しており、
今年は７月16日㈬から８月31日㈰までの期間を「夏の事故ゼロキャンペーン期間」としています。海の事故を防ぐ
ため、海の安全について考えてみませんか。

海を安全に楽しむために
・ライフジャケットの着用
・安全な場所で楽しむ
・連絡手段の確保（緊急通報用番号１１８番）
・見張りの徹底
・船の定期的な点検整備、出航前点検の実施
・気象・海象の確認
・異常気象への備え

１１８番通報を知っていますか
　警察の１１０番、消防の１１９番
と同じように、海上保安庁にも緊急
通報用番号「１１８番」があります。
　海で事件・事故があった時は１１８
番に電話を掛け、「いつ」「どこで」「何
か起きたのか」落ち着いて連絡してく
ださい。

海へ行く前にチェック！
□ 「ウォーターセーフティガイド」で
　 海難予防の知識を習得！
□ 「海の安全情報」で
　 当日の気象情報を確認！ ▲ウォーターセーフティガイド ▲海の安全情報

　生活困窮世帯のために、食品の寄贈を募ります。寄贈を受けた食品は、NPO 法人フー
ドバンクふじのくにが回収し、本市や県内自治体の生活困窮世帯に無料で配布されます。
　なお、前述の理由で食料支援が必要な場合は、福祉課または社会福祉協議会へご相談く
ださい。

照　会　福祉課　☎０５３７�１１２１
　　　　社会福祉協議会　☎０５４８�５２９４
　　　　浜岡福祉会館　☎０５３７�８０６６

回収期間　８月１日㈮から31日㈰まで

回収場所　
・市役所（本庁ロビー・西館福祉課）
・社会福祉協議会（御前崎ふれあい福祉センターな

ごみ・浜岡福祉会館）
・各地区センター

希望食品
　缶詰や瓶詰などの保存食品、レトルト食品、イン
スタント食品、食用油、お米、飲料、ふりかけ、お
茶漬け、のりなど常温保存ができるもの

食品の条件
・賞味期限が明記されているもの
・賞味期限が２か月以上あるもの
・未開封のもの
・破損で中身がでていないもの
・お米は常識の範囲で古くないもの（もち米は不可）

フードバンクにご協力ください

▲118番の利用方法
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